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＜担当＞ 
大和市役所 図書・学び交流課 

〒２４２－００１６ 大和市大和南１－８－１ 

TEL:０４６－２５９－６１０４ 又は ６１０５ 

FAX:０４６－２６３－６６８０ 
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敷地内外の看板等の表示変更及び新設

した看板等の維持管理 ※１ 
 ○ 

スポンサーメリットの活用  ○ 

契約期間満了後の原状回復  ○ 

パンフレット、封筒等の印刷物やＨＰの表

示変更 ※２ 

○ 
（市が作成した 
 ものに限る。） 

○ 
（スポンサーが作成 

したものに限る。） 
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●次のいずれにも該当しないもの 

① 個人 
② 政治団体若しくは宗教団体又は公職にあるも

のが役員を務める団体 
③ 市税等に滞納がある者 
④ 本市において一般競争参加停止又は指名停止

を受けている事業者 
⑤ 民事再生法（平成 11 年法律第 225 号）によ

る再生手続中の事業者又は会社更生法（平成
14 年法律第 154 号）による更生手続中の事
業者 

⑥ 大和市暴力団排除条例（平成 23 年大和市条例
第４号）第２条第２号に掲げる暴力団、同条第
４号に掲げる暴力団員等若しくは同条第５号
に掲げる暴力団経営支配法人等又は同条例第
７条に規定する暴力団員等と密接な関係を有
すると認められる者 

⑦ 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関す
る法律（昭和 23 年法律第 122 号）第２条に
規定する業種を営む事業者 

⑧ 貸金業法（昭和 58 年法律第 32 号）第２条に
規定する貸金業を営む事業者 

⑨ 法律の定めのない医療類似行為を行う事業者 
⑩ 興信所、探偵事務所等 
⑪ 行政機関からの行政指導を受け、改善がなさ

れていない事業者 
⑫ 法令等に基づく必要な許可等を受けることな

く業を行うもの 
⑬ 社会問題を起こしているもの 
 
※上記は、大和市広告掲載に関する規則（平成 20 年大和

市規則第 23 号）第 20 条において準用する同規則第４条
及び大和市広告掲載に関する基準第５条において準用する
同基準第３条に基づいています。 

応 募 資 格

●次のいずれにも該当しないもの 

① 法令等に違反するもの又はそのおそれ
のあるもの 

② 市の公共性、中立性若しくは品位を損
なうもの又はそのおそれのあるもの 

③ 人権を侵害するもの又はそのおそれの
あるもの 

④ 政治又は宗教に関するもの 

⑤ 公序良俗に反するもの又はそのおそれ
のあるもの 

⑥ 青少年の保護や健全な育成に悪影響を
及ぼすもの又はそのおそれのあるもの 

⑦ 誇大表示、不当表示等消費者保護の観
点から適切でないもの 

⑧ 良好な景観の形成を損なうもの 

⑨ 賭博性のあるもの又は投機性の高いも
の 

⑩ 出資者又は出資金を募るもの 

⑪ 非科学的なもの又は迷信に類するもの
で、利用者を惑わせ、又は不安を与える
おそれのあるもの 

⑫ 社会的に不適切なもの 

⑬ 求人広告、求人広告に類するもの 

 
※上記は、大和市広告掲載に関する規則第 20 条に

おいて準用する同規則第３条及び大和市広告掲載
に関する基準第５条において準用する同基準第２
条及び第４条に基づいています。 

愛称の基準



  



  

•応募資格に当てはまるか

•経営は健全か など

①応募団体

•愛称の条件に当てはまるか

•市民にとって親しみやすいか、分かりやすいか

•施設等の管理運営に支障が生じないか など

②愛称案（英文表記含む）

•提案金額は、市の希望額に鑑みて妥当か

•市の負担経費と比較して妥当か

③ネーミングライツ料

•安定したネーミングライツ運用が図られる期間か

④契約期間

•社会貢献等の理念、活動実績、今後の計画 など

⑤社会貢献

•導入施設等にふさわしい内容か

•実現可能な内容か

•市等の関係機関が対応可能な内容か など

⑥施設等の魅力向上、地域活性化につながる提案

•地域性（市内の事務所・事業所等の有無） など

⑦その他、検討において必要な事項


